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経済論叢(京 都大学X160巻 第3号,1997年9月

日本 と韓国の投機 的土地保有 と土地利甫計画(2)

鄭 嫡 潤

III規 制緩和論と土地保有税重課論の批判的検討

〔D規 制緩和論の検討

まず,規 制 緩 和 論 の 理 論 的根 拠 を,田 中 〔ユ987〕 の モ デ ル を中 心 に 見 る こ と

に しよ う。 図3に.は,追 加 的土 地利 用 か ら土 地 所 有 者 が 得 られ る限 界 便 益 曲線

MBと,そ の た め に他 の.入が 被 る限 界 費 用 曲線MCが 描 か れ て い る。 一 定 の

地 域 に居 住 す る人 々 の土 地利 用 活 動 が,相 互 に独 立 で あ る もの とす る と,最 適

な 開発 密 度.水準 はX*と な るで あ ろ う。

こ こで も し大 都 市 で の 生活 様 式 が,建 築 物 の 構 造 と生 活 時 間 の 消 費 パ ター ン

の両 面 で 変 化 して,人 々 が 以 前 ほ ど に 日照 権 等 の相 隣 問 題 に神 経 質 で ば な く

な っ て い るか も しれ な い。 こ の こ とは,MC曲 線 がMCIに 下 方 シ フ トす る こ

と を意 味す る。 ま た,消 費 生 活 の 拡 充 や 家 族 数 の増 大 に よ っ て,上 地 利 用 の限

界 利 益 が 増 大 した可 能 性 が 考 え られ る。 こ の こ とはMR曲 線 がMR'曲 線 に上

B

C

M

M

、
＼.〆

/>1～.

/

図3

/

、
＼MB

. MC

MCI

MB

X'X"X' 土 地利用密度



82(278)第160巻 筆3号

方 シフトすることを意味する。この2つ の場合には1均 衡点がX*か ら)ぐ,X"

へ と増大するため,規 制緩和が支持されることになる。

しか し,こ の見解は2つ の面で問題がある。1つ は,こ の見解は,規 制緩和

によってもたらされるであろう土地所有の集中やその結果としての経済主体間

の資産格差の問題を度外視 していることである。前節で分析したように,規 制

緩和は,土 地からの期待収益に対する割引率を低下させ,土 地の効率的利用よ

り,財 政面で有利な経済主体の土地保有だけを助長する恐れがある。

もう1つ は,こ の見解は,.⊥地利用にはかなりの外部性が存在していること

を無視 していることである。人々の土地利用活動が独立であると仮定するのは

妥当ではない。ある土地利用は隣接 している他の土地の価値に肯定的な影響を

及ぼす場合(外 部経済)も あれば,悪 い影響を及ぼす場合(外 部不経済)も あ

る。特に,両 国のように土地利用計画が緩 く,土 地開発が自由な場合には,土

地利用間の外部性が顕著であろう。

具体的に外部性が存在する次のケースを考えて規制緩和が土地所有者の土地

利用活動に及ぼす影響を考察 して見よう。まず経済には2人 の土地所有者が存

在 し,各 人とも土地.を開発するかしないかについて意思決定を行うとする。そ

して,外 部性のため,一 方の所有者の土地開発は他の所有者の期待収益に影響

を及ぼすと仮定する。そ して土地利川か らの期待収益のマ トリックスが次のよ

うで,2人 とも完全な情報を持 っているとする。

括弧の左側の数字は土地所有者1の 期待収益を,右 側の数字は土地所有者2

の期待収益を示す。 もし二人とも土地を開発すると,そ れぞれO.6の期待収益

が得られる。しか し,一 人が土地を開発 し,も う一入は開発 しない場合,開 発

した方は回 りの未開発による外部不経済や他の用途への利用機会の喪失等に

よって,期 待収益が0,3に下がる反面,開 発 しなかった方は外部経済や潜在的'

土地利用の留保等によって期待収益がO.7に上が るようになる。そして,両 者

とも土地を開発 しない場合の期待収益(0,4)が 自分だけ土地を開発 した場合の

期待収益(0.3)よ り大 きいため,ど ちらも土地を開発 しようとしない。
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この よ うな状 況 は,上 地 利 用 計 画 が 非 常 に緩 く,土 地 利 用 の間 に外 部性 が働

きや す い場 合 に起 こ り うるで あ ろ う。 この よ うな場 合 に土 地 利 用 の 規 制 を 緩和

す るの は む しろ投 機 的 土 地 保 有 だ けを招 来 す る こ と に な りか ね ない で あ ろ う。

レ (2)土 地保有税重課論の検討

次 に,土 地保 有 税 重 課 論 の理 論 的 根拠 を批 判 的 に検 討 して み よ う9}。まず,

経 済 に 開発 者 と土 地 投 機 者 が 存在 す る と仮 定 し,上 地 保 有 税 が投 機 的 土地 保有

に 及 ぼ す 効 果 を見 て み よ う。Roを 開発 者 が 得 られ る純 レ ソ ト と し,7を 割 引

率,σ を レ ソ トの期 待 礪 長率 とす る と,開 発 者 が提 示 し うる オ フ ァー価 格 は,

PO=Ro/(7一 α)と な る。 そ して,1～ 〃を ゐ時 点 で の純 レ ソ トとす る と,土 地 投

.機 者 の ゐ時 点 で の上 地 価 格PhはR敏 γ一の とな り,従 って,そ の現 在 価 値,

つ ま り土 地 投機 者 の オ フ ァー価 格 はP敏1+7)轟 と な る。 この両 者 の オ フ ァー

曲線 を描 い た の が 図4で あ り,両 曲線 が交 わ る均 衡 点 で はPO=P〃(1+7>ゐ が

成 立 す る。

こ こで,海=1と す る と,(Pl-Po)ノPo=7と な る が,こ れ は,土 地 の開 発 後

の 土 地 価値 の増 加率 が 利 子 率 と等 し く な る点 で土 地 保 有 量 が 決 ま る こ とを意 味

す る。

そ れ で は,土 地保 有 税 が 土 地 供 給 に及 ぼ す影 響 につ い て考 察 して 見 よ う。 土

地 保 有 税率 を τとす る と,

開発 者 の オ フ ァー価 格 は,Po'=Ro/(r-a十 τ),

Rh/(r-a十 τ)投 機者 の オ
フ ァー価 格 は,Ph'=(1

+7+τ)鬼

とな るか ら,課 税 後 の 均 衡式 は次 の よ うに な る。

1ぞゐ/(アーα十τ)Ro/(
7一 α+τ)=(

1十7十 τ)ゐ

9)こ こでは,Skouras〔1978〕 のモデルに基づい て土地保有税重課論の理論的根拠 を検 討す る。

.サ



84〔280)..第160巻 第3号

こ こで,ぬ=1と す る と,(R1-1～ の択o=7+τ とな る。 この こ とは,課 税 が 土

地保 有 の機 会費 用 を増 大 させ,十 地 の効 率 的利 用 を促 進 す る こ と.を意味 す る'%

以上 が土 地 保 有 税 重 課 論 の 骨子 で あ るが,こ の見 解 も3つ の 面 で 問 題 が あ る。

一つ は
,こ の モ デ ル はL地 の期 待 収 益 に対 す る割 引 率 が 低 下 す る こ とに よ っ

て,投 機 的土 地 保 有が 増 大 す る可 能性 を 看過 してい る こ とで あ る。前 節 で 検 討

した よ うに,そ の割 引 率 が 時 間 と共 に減 少 す る時 に は,土 地保 有税 の重 訳 だ け

で は投 機 的土 地 保 有 を完 全 に防 ぐ こ とが で きない 。 割 引 率 の 減 少 に よ る期 待 収

益 の増 加 分 を α とす る と,均 衡 式 は次 の よ うに変 わ るで あ ろ う。

(Rh.+α)/(7+τ)Ro/(γ+τ)=

(1+ア+τ)ハ

これ は,図4の 土 地投 機 者 の オ フ ァー 曲線 が 上 に シ フ ト.し得 る こ とを意 味 す

る。 こ こで,ぬ=1と して整 理 す る と,(R1.一Ro)"～o=グ+τ 一(α贋o)と な り,

も し αが ト分 大 き く,τ く(a/Ro)と な る と,土 地 保 有 税 を重 課 して も,土 地

の有 効 利 用 に何 等 の 影響 も及 ぼ しえ な くな るの で あ る。

もう一 つ の問 題 は,土 地保 有税 重 課 論 で は,最 近 の 地価 上 昇 の原 因 を,国 際

的 に も非 常 に低 い 両 国 の土 地 保 有 税 の実 効 税 率 か ら求 め,実 効 税 率 の引 き上 げ

を主 張 す る。 そ して,そ の 実効 税 率 の 計 算 に お い て は,最 も高 い 地 価 で あ る

1989年 の地 価 を使 用 して い るが,こ れ は妥 当 な分 析 とは思 わ れ な い。 とい うの

は,表10か ら分 か る よ うに,日 本 と韓 国 の 土 地利 回 りは地 価 に比 べ て非 常 に低

.く,相 対 的 に地価 が 過大 に な って い るか らで あ る。従 って,低 い実 効 税 率 は地.

価 上 昇 の 原 因 で な く,む しろ そ の結 果 と して み るべ きで あ ろ う。

さ ら に表11は,各 国 の 土地 保 有 課 税 の対GDP比 率 を 示 して い るが,.日 本 が

ア メ リ カや イギ リス に次 いで3番 目 と高 く,韓 国 は7番 目に ラ ン クされ て い る。

さ ら に単位 面積 あ た りの負 担 額 で は,イ ギ リ.スの特 殊 性 を考 慮 す る と,日 本 が

最 も高 い の で あ る(ア メ リカ:$14.1,イ ギ リス;$134.7,日 本:$127.2)。 つ

10)SkOUras〔1978)It,土 地 保 有税 に よ って,投 機 者 の オ7.ア ー曲 線 が 開 発者 の オ フ ァー 面 線 よ

り ト方 に シフ トす るた め,空 き地 が 縮 小 さ れ る こ とを証 明 した。
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s投 機 者 の オ フ ァ・.一曲 線

d投 機者の オファー曲線

表10土 地利回 りの国際比較

土地の量

東 京 大 阪L.A.ロ ン ドン パ リ バンク・.バ・一ソ ウル 台 北 シ ドニ ・一

1.ll.6 ユ9.4 2.2 7.4 ユ7.6 3.o 24.9 25.6

出所:咄 日本不動産鑑定協会 「昭和63年 国際地価調査結果』。

表11土 地 保 有 税 の対GDP比 率 (199044準)

ア メ リカ イ ギ リス 日本 豪 州 フラ ンス オ ラ ン ダ 韓 国*ス ペ イ ン ドイ ツ ス イス

2.91 2,48ユ,631.610,98 0,740,540.470.360.15

*:筆 者が計算。

出所 一.OECD加 盟国の税収統45.19910

ま り,日 本 の 上 地 保 有 税 の負 担 水準 はか な り高 く,韓 国 の そ れ も低 い とは言 え

ない ので あ る。 この よ うな状 態 で,土 地 保 有 税 の 強 化 を 主張 す る の は非 現 実 的

だ と.言え よ うQ

最 後 の 問題 は,..L地 保 有 税 強 化 論 で は,.ヒ 地保 有 税 が1二地 の実 需 要 者 に及 ぼ

し得 る否 定 的 効 果 を軽 視 して い る こ とで あ る1%ま ず,宿 泊 設 備 を建 設 す るあ

る企 業 の 生 産 要素 が,労 働 力K資 本 と土 地 の 結 合 財 で あ るス トヅク 躍か ら構

成 さ れ る とす る と,そ の企 業 の 生 産 関 数 は,

q=F(砿 銑,諏).........(1)

こ.こで,亀 と 欺 は ユ円価 値 の ∬ を資 本 ス ト ック と土 地 ス ト ック に 分 け た も

の で あ る。

11)こ こで は,D,S.且vo〔1971〕 の理 論 に基 づ い て,そ の 効 果 を分 析 す る。

ト
.

ト
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そ して,費 用 関 数 は,

c="γ+7・ 鞠/(1一 θ一7り+7・娩....(2>

.. ":賃 金

7=利 子 率

丁:資 本 の 寿 命

r・諏/(1一 θ一7「)=資本 の フ ロ ー価 値

7・娩:毎 年 の土 地 費 用

そ うす る と,こ の企 業 の利 潤 π は,(3)式 の よ うに な るで あ ろ う。

π=R(F(V,XL,∬ 貫)}一{wv+γ ・躍κ/(1一θ一72)+7・既}(3)

πの最 大化 問題 を上 地 に関 して解 くと,次 の よ うにな る。

尺Tjr乙一7=0

とこ ろ が,税 率 τで 土 地 保 有 税 を 課 す と,最 大 化 条 件 は,1～ ■F娩一r一 τ=0

と な るが,こ れ は,土 地保 有 税 分 だ け 限界 費 用 が 増加 し,∫.L地 の実 需 要 が 減 少

す る こ と を意 味 す る。

以 上 の 分 析 結 果 を 総合 す る と,今 の 状 態 で土 地保 有 税 の重 課 は現 実 的 に難 し

く,そ れ が 可 能 で あ って も土 地 か らの期 待収 益 が.1'分 大 きい 限 り,土 地 の 実 需

要 だ け を減 らす 恐 れ が あ る。

1マ 土 地 利 用 計 画 の 政 策 的含 意

こ こで は:土地 利 用 計 画 の 政 策 的含 意 につ い て,次 の3つ の 項 目を 中心 に考 察

してみ よ う。

(D市 場の構造と土地利用計画の効果

ここでは,市 場の構造 と上地利用計画が土地の効率的利用 と所得再分配に.及

ぼす効果 との関係について検討 してみよう1%ま ず,外 部性のない完全競争市

12)こ こで の分 析 は,Goetz&Wofford〔1979〕 の モ デ ル に基 づ い て行 う。
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場 を想 定 し,未 開 発.ヒ地 の 最 適 開発 密 度 を決 め る問 題 を考 えて み よ う。 こ こで,

土 地 と資 本 か ら生 産 され た 生 産物 の 関数 で あ る収 入 曲線 や 費用 曲線 が 存 在 す る

とす る と,2つ の 曲線 は,第5図 の よ うに資 本 一 土 地 比 率 ㈹ の 関 数 と して

表 す こ とが 出 来 る1%何 の 土 地 利 用 規 制 もな い 場 合 に は,土 地 は κ 点 ま で 効

率 的 に開 発 され.生 産 者 の利 益 は0と な る こ と に な る。

こ こで,上 地 利 用 規 制 に よ って,開 発 密 度 が κ*に 制 限 さ れ だ とす る と,供

給 曲線 はbdcと な るた め均 衡 点 はc点 に変 わ り,生 産 者 の利 潤 はabdcと な る。

この こ と は,外 部 性 の な い完 全 競 争 的市 場 で は,土 地利 用 の規 制 は,土 地 利 用

の効 率性 だ けで な く,所 得 分 配 に も悪 い 影 響 を及 ぼ す こ とを意 味 す る。 この 結

果 は,規 制緩 和 論 の理 論 的根 拠 と一 致 す る。

次 に.外 部 性(外 部 不 経 済)及 び独 占が存 在 す る場 合 を考 察 しよ う。 この 場

合,図5の 収 入 曲線 は 限界 収 入 曲線 とな り,費 用 曲線 は外 部 性 だ け上 に シ フ ト

す る(S'S')。 上 地 利 用 規 制 が.全 くな い 場 合 は,生 産 者 は κ まで 土 地 を 開発 し,

〆加 だ け の利 潤 を得 る。

こ こで,政 策 当局 が 土 地 利 用 規 制 を 導 入 して,最 大 開 発 許 容 値 を 伊 とす る

と,新 しい均 衡 点 はo点 で 成 立 し,生 産 者 の 利 益 は 〆∂4`に 減 る こ とに な る。

この こ とは,外 部 性 と独 占が 存 在 す る時 に は,土 地 利 用 規 制 に よ って 資 源 配分

の効 率性 と所 得 分 配 の公 平性 を同 時 に達 成 す る こ とが 出 来 る こ と を意 味 す る。

13)生 産関数 は,e=Q(わ 形態の一次同次関数関数を仮定 して いる。
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(2}地 価 と土地利用計画 励

以 下 で は,日 韓 両 国 の よ うに土 地 利 用 計 画 の 緩 さ に よ って,地 価 上 昇 が 発 生

してい る時,土 地利 用計 画 が地 価 に ど の よ うな影 響 を与 え るか を分 析 す る。 モ

デ ル化 の た め に,次 の よ う な仮 定 をす る。1)都 市 は 円形 で あ り,商 業 地 は 都

市 の 中心 に,住 居 地 は 商 業 地 の 周 辺 に位 置 して い る とす る。2)商 業 地 か ら近

い 住 宅 地 〔Re)は,土 地 利 用計 画 が緩 い た め,土 地 の 開 発 程 度 が 商 業 地 の そ れ

.と差 が 大 き くな い た め,土 地 の価 格 も商 業用 地 の それ と差 異 が ない が,外 郭 の

住 宅 地(Rn)はL地 利 用計 画 に よ って 土地 の用 途 が 明確 に 区分 され て い る た め,

住 宅 地 と し て.の価 格 を持 つ とす る。3>商 業 地 に対 す る需 要 は完.全非弾 力 的 で

あ り,住 居 地 に行 くにつ れ て 土 地 の 需 要弾 力 性 は大 き くな る とす る。2と3の

仮 定 で の状 況 は,⊥ 地 利 用 計 画 の緩 さ に よ り土 地 か らの 期 待 収 益 が 大 き くな っ

た た め,土 地 が投 機 的 に保 有 され,土 地 価 格 の変 化 に土 地 の 需 要 が 大 き く変 化

しな い場 合 に起 こ り得 るで あ ろ う。4>通 勤 費用 は 人 々 の効 用 に影 響 し な い と

仮 定 す る。5)す べ て の家 計 は 同 一 の 所 得 を得,同 じ効 用 関 数 を最 大 化 す る と

す る。各 家計 は,土 地 と土 地 以 外 の財 の 消 費 か ら効 用 を 得 る が,両 住 宅 地 か ら

の 効 用 に お い て は 一 定 の 比 例 関 係 が あ る と仮 定 す る 。つ ま り,あ る家 計 のRn

地 域 の 土 地 消 費 量 を 加,飽 地 域 の 土 地 消 費 量 をLeと す る と,加 の 価 格Pe

は ム の価 格Pη よ りg倍 が 高 く,従 っ て,10m'のLnは10.m'/gの 五6と 同 じ

と仮 定す る'%

全 体 住 居 用 地 の 面積 を 丑 とす る と,R=Rn+池 の 関係 が 成 立 す る。 そ して,

全 体 家 計 の 数 をKと し,Rnに 住 む 人[.1をN,Reに 住 む 人 口 を 互,ノVの 上 地

需 要 関 数 をPπ=Pη(加)と す る と,こ の 経 済 の均 衡 式 は,次 の 関係 式 か らな

る。

Pπ=Pπ(Ln)

14)こ こでの分析は基 本的にOhlsetal,(1974>の モデルに基づ いてい る』

15)商 業地 に隣接 しているHe地 域の地価は,商 業地の土地利用か ら悪い影響 〔外部不経済〉 も良

い影響 〔外部経 済)も 受 けるこ とがで きるが,こ こでは上地利用計画の緩 さによる地価上昇効果

.が公害等の地価 下落効 果を相殺す るほど}』分大 きい と仮定 している。
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Pe=9・Pη(Ln)

ハr・Ln=Rη

E・Le三(K-N)・Le=Re

Le=Ln/g....

Re=R-Rn......(1)

R,他,N,gは 外 生 変 数 で あ るか ら,6つ の 方 程 式 か ら6つ の 内生 変 数Pη,

Pe,Ln,加.E.1セ の均 衡 値 を決 定 す る こ とが で きる。

こ こで,こ の 都 市 の総 土 地 価 値 γ を考 えて 見 る と,.

V=Pn・Rn十Pe・Re十P9・B(8は 商 業 地 域)(2)

(1>式 を利 用 して整 理 す る と,

y;K・L"(Rn)・Pη[L"(Rn)]+9・Pn[Ln(Rn)]一B(2-1)

こ こで,そ の都 市の 政 府 が レが 高 ず ぎ る と判 断 し,そ れ を 下 げ る た め に土

地 利 用 計.画に よ っ て 飽 の 面積 を減 ら し,1肋 の面 積 は増 や した と し よ う。

⊥ 地 利用 計 画 の 変 化 に よ る総 地 価 の 変 化 を調 べ るた め に,(2-1)式 をRnで

微 分 す る と,(3)式 にな る。

器 一κ銘 …「[Pn(1+177.)+dlgBdl≡ 窪]....(3)

η=Lnの 価 格弾 力性 二(dL泌 冨Pη)/(Pn/En)

こ こで,(砒 π曜Rη)>0,(4P編4肋)〈0で あ る か ら,4WdRη の 符 号 は 加

の 価 格 弾 力 性 ηの大 きさ に よ って 決 まる 。 と ころ で 歴 尺π地 域 に は投 機 的 土 地

保 有 が な い と仮 定 した た め,そ の地 域 の土 地 の 需 要 弾 力性 は大 きいで あ ろ う。

そ うす る と,土 地 利 用 計 画 に よるRη 面 積 の増 大 は都 市 の総 地 価 を下 げ る よ う

に な る 可 能性 が大 きい。 こ の分 析 結 果 は,日 韓 両 国 の よ うに土 地 利 用 計 画 の緩

さ に よ って 異常 な地 価 上 昇 が 発 生 した 場 合 に は,地 価 安 定 の政 策 手段 と して の

土 地利 用 計 画 の有 用 性 が 大 きい こ とを 示唆 して い る。
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〔3}都 市基盤施設拡充財源 と土 地利用計画

最 後 に,土 地 利 用 計 画 と都 市基 盤 施 設 の整 備 との 関係 を考 察 して み よ う。 と

い うの は,都 市 の住 環境 は,道 路,公 園等 の都 市 基 盤 施設 の整 備 に よ って確 保

され る ので あ り,土 地 の効 率 的利 用 も この よ うな都市 基盤 施 設 の整 備 に よ って

可 能 に な るか らで あ る。 と ころで,現 在 両 国 で は,都 市基 盤施 設 の拡 充 財 源 の

確 保 手 段 と して,土 地 の 開発 に よ る地 価 上 昇 分 に対 して,開 発 負 担 金 を賦 課 し

.て い る。 しか し,両 国 の 多 くの経 済学 者 は,開.発 負担 金 は土 地 の効 率 的利 用 を

妨 げ る た め廃 止 す べ きで あ る と主 張 して い る1%従 って,こ こで は,こ の 主 張

の理 論 的 根 拠 とそ の 妥 当性 を検 討 す る こ と にす る恥。

まず,開.発 事 業 後 に地 価 上 昇分 の一 部 を都 市 基 盤施 設 の 整備 費用 と して吸 収

す る場 合 を検 討 して み よ う。.その時 の 土 地 の 現在 価 値 は,次 の よ うに な るで あ

ろ う。

・　 ∫㍗(の潮 ・∬ ・(',・)朔 ・・[∬即)・ 一・岬

(1.)

∫袖 ピ・・'・開賄 吐 地収益(例 ・麟

∬ ・(t,D)・引・・瀾 発働 土地収益(例 ・饒)

・[∬鷹 ・1・吻 一φ醐 発負担金額

(σと φはそ れ ぞ れ 負 担 率 と最 初土 地購 入額)

この 式 を 簡 単に す る と,

P〔0,=F(P)十H(P)9一 「「一σ[17(D)一 φ]8-7f (1-1)

但・,・(・)・ ∫与 伽 鴇

16)こ こで はRye〔1973〕 の 理 論 を 批判 的 に検 討 す る。

恥 例 え ば,岩 出 〔1992〕,滑 川 〔1990〕,孫 〔1993〕 を 参照 。
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H(・)≡ 」:㌦(t,D)・ 一一4'

最 適 開発 時 点 を求 め るた め の 一 次 条 件 は,

∂P(。〕/an=(D)+(1一 σ)[一rH(D)+H'(D)】 一σゆ}¢一iO=0

(2)

こ こで,∂ ρ脚σを求 め る と,

ゆ 一班(D)十H'(D)∂DG∂σ=.(3)

∫'(0)+(1一 σ)[一rH'(0)+H"(D)]

とな るが,こ の式 の 符 号 を特 定 す るの は不 可 能 で あ る。 つ ま り,負 担 金 に 主 っ

て,土 地 の 開発 が 促 進 され る場 合 もあ れ ば,阻 害 さ れ る場 合 もあ る.

次 に.日 本 の 開発 負 担 金 の よ うに事 業 許 可 の 時 に課 せ られ る場 合 を検 討 し よ

う。 この場 合 の 土 地 の 現 在 価 値 は 次 の よ うに な る。

・・　 ∫㌻(')幽 ・∬ ・(ち・)醐1....(・)

この場 合 は,開 発 時 点 の 選 択 が 負担 金 を納 付 した以 後 の問 題 に な って しま う

か ら,開.発 事 業 許 可 時 の 負 担 金 は 土 地 の利 用 に何 の影 響 も.及ぼ さ ない こ とに な

る。 しか し,開 発 事 業 の 許 可 の 有 無 とそ の 時期 が,許 可 官 庁 と開 発 業 者 との交

渉 に よ って 決 ま り,そ して そ の 交 渉 に 費用 がか か る とす る と,開 発負 担 金 は 開

発 時 点 に影 響 を及 ぼ す よ うに な る 。

こ こで,早 い 許 可 を 得 る確 率 に対 す る 開 発 業 者 の価 値 をRと す る と,Rは

次 の よ うに書 け るで あ ろ う。

R=P・(1一 σ)ひ....(5)

P:早 い 許 可 を得 る確 率

σ:開 発 負担 金 の負 担 比 率

〃:負 担 金 が ない 時 の 地 価上 昇 利 益

従 って,∂R御P>0,∂2R/∂P'=0,∂(∂RA∂P)/∂ σ<0の 関 係 が 成 立 す る。.

1
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次 に,許 可 を 得 るの に か か る費 用Cを 考 え る と,そ れ は 許 可 確 率Pと 正 の

関 数 で あ り,Pが1に 近 づ くほ ど無 限 に近 づ くで あ ろ う。 つ ま り,

∂α ∂P>0

∂2α∂P'>0

∂α ∂P→ ○○;P-1。

こ こで,開 発 者 の 開発 事 業 か らの 純 価 値 を π とす る と,

π=1～(P)一C(P).....16)

とな 匂,最 大 化 の1次 条 件 は,

(1-a)。=∂C、 ⑳P...(7)

図6に,.こ の限 界 価 値MVと 限 界 費 用MCが 描 か れ て い る。 こ こで,負 担

金 を賦 課 す る と,開 発 か らの 開 発 業 者 の 限界 価 値 を減 ら し(伽 → 翅'〆),土 地

の 開発 が 阻害 され る こ とに な る(許 可 の確 率 がP*か らP'へ 減 少)。 以 上 の結

果 は,負 担 金 が 上 地 の 開発 を 阻 害 す る とい う負 担 金 廃 止 論 者 の 主 張 と一 致 す る

もので あ る。

しか し,こ の 分 析 は 土 地 利用 計 画 と蘭発 負 担 金 が 限 界 費 用 を減 らす 可 能性 を

看 過 して い る問 題 点 を 持 つ 。 とい うの は,土 地 利 用 計 画 に よ って 土 地 の 開発 用

途 が 明 確 に定 め られ て い る と,限 界 費用 が ゼ ロ と な る可 能 性 が あ り,ま た,開

発 負 担 金 が 当 該 地 方 政 府 の 重 要 な財 源 と な る場 合 は,開 発 負担 金 の 納付 に よ っ

て,限 界 費 用 が 減 る可 能性 が あ るか らで あ る。 そ の 可 能性 を考 慮 す るた め に,

図6

2=L皿..那.曜 ∵器費_
「nlV,

/

P' P*P" P
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ま ず,土 地 利 用 計 画 に よ る 開発 用 途 の明 確 さ の程 度 を θ と し,σ が あ る水 準

0*に な る と追 加 的 限界 費 用,∂MC/∂Pが ゼ ロ に近 い と仮 定 しよ う。 そ うす る

.と,Gと ∂MC/∂Pと の 間 には次 の 関係 が 成 立 す るで あ ろ う。

θ<G*の 場 合 は ∂MC/∂P>O

G>G*の 場 合 は ∂MC/∂P≒0.(8)

さて,開 発 負 担金}こよ り限界 費用 が 減 る可 能性 を考 慮 す る と,前 の最 大 化 の

1次 条 件 は 次 の よ うに変 わ るで あ ろ う。

[1-a】 〃=∂C/∂P(P,av)...(9)

(9)式 を σ に関 して微 分 す る と,

+∂ 誤 鍔 ・・鑑 ..■.....《 ゆ

こ こで,.σ<σ*の 場 合 を想 定 す る と,(7)は 次 の よ うに変 形 で き る。

多書一一〃(1諦潔 剛.一 ・…)

この 結 果 に よ る と,開 発 負 担 金 の..L地 の 開 発 に及 ぼ す 影 響 は,∂MC/∂(av)

と 一1の 大小 関 係 に よ っ て決 ま る の で あ る。 も し,∂M(ン ∂(σの く 一1な らば,

開発 負 担 金 に よ り,む しろ土 地 の 開 発 が 促 進 さ れ る よ うに な る。 こ の場 合,.図

6の 均 衡 点 はP'で はな くP'と な る.

次 に θ≧G*の 場 合 を仮 定 す る と,∂MC/∂(Ell)=一1が 成 立 し,開 発 負 担 金

と土 地 の 開発 は中 立 的 にな る。

以 上 の 分 析 か ら,開 発負 担 金 は 土 地 の 開発 を 阻害 す る と一概 に言 えな く,む

.しろ.土 地 利 用 計 画 制 度 との リ ンク に よ っ て は,土 地 の 効 率 的利 用 と都 市 基 盤

施 設 の 整 備 を促 進 さ せ 得 る制 度 で あ る と言 え よ う。

Vお わ り に

以上の分析結果は次のように要約できよう。第1に,日 本 と韓国の最近の地

価上昇が両国の土地利用計画の緩さを背景とした投機的.:h地需要によってもた

.

P
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らされたことである。つまり,両 国の土地利用計画の緩さのため土地からの期

待収入に対 しての割引率が低 ドし,投 機的土地保有が発生 ・維持 されたのであ

る。第2に,こ のような状況では規制緩和 と土地保有税の重課は適切な政策手

段ではないことである。第3に,土 地利用計画が緩いため外部性と投機的土地

保有が存在する時には,土 地利用計画が⊥地投機の抑制と効率的土地利用の促

進に有用な土地政策手段になり得ることである。

今までの土地利用計画に対する経済分析は,上 地利用計画を完全競争市場均

衡に対 しての制約条件として取 り扱い..土地の供給を減らす要因として認識し

て来たが,こ れは土地投機と外部性等の現実的要因を考慮 しなかった議論であ

り,妥 当とは言えない。

本論文では,こ ういう問題意識の下で、日本と韓国の現実分析 に基づいて,

規制緩和論と土地保有税重課論の限界を明らかにした同時に,土 地利.用計画の

土地政策手段としての有用性を明らかにしょうとした ものである。しかし,採

用 したモデルが実証分析に適合しないこと,土 地利用計画の長期的かつ多様な

経済効果を十分検討しなかったこと,そ して実際にどのような土地利用計画を

採用すべきかについては検討しなか ったこと等の限界がある。これらの問題に.

対 しては今後の課題にしたい。
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